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1．設立の経過

　川崎市では、昭和55年 6月に情報公開準備委

員会を設置し、情報公開制度の検討を進めた。こ

の過程で、制度の根幹となる公文書管理の徹底の

必要性が指摘され、公文書を一元的に管理するた

めの施設として公文書館構想が持ち上がった。昭

和56年 3月には、公文書館構想委員会が設置さ

れ、ソフト、ハードの両面から情報公開をめぐる

諸課題の調査、研究を進めた。そして、川崎市公

文書館は、市民生活の向上及び文化の発展に資す

るため、歴史的文化的価値のある公文書及び資料

類を適正に保存し、かつ、有効に活用するととも

に、市民生活の場に関する情報を中心とした統合

的な情報公開を推進する施設として、公文書館法

の制定に先立つ昭和59年10月に開設された。

2．公文書館を取り巻く環境の変化

　開設当初の公文書館は、市政資料担当（公

文書の保存・管理、市政資料の収集・管理、

歴史的公文書等の調査・研究）、情報公開担

当、個人情報保護担当、市史編さん担当の４

部門で業務を行っていた。

　しかし、平成 7年 4月に情報公開担当と個人

情報保護担当が総務局行政情報課情報公開担

当に移管となり、平成 9年 3月には市史の編さ

ん終了に伴い、市史編さん担当が廃止となった。

　さらに平成 15 年度から文書管理システム
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が稼動し、公文書の電子化が進展することに

伴い、公文書館で集中管理する紙媒体の公文

書数が徐々に減少することが考えられた。ま

た、電子媒体の公文書から歴史資料として重

要なものを選別、保存し、利用に供して行く

ことも考えなければならなかった。

　公文書館ではこのような環境の変化を踏ま

え、平成 18年度に「公文書館のあり方報告書」

を取りまとめ、いわゆる中間書庫としての現用

公文書を集中管理する業務を効率的に行い、情

報公開の推進に引き続き寄与すること、そして、

公文書館の重要な業務である「歴史的公文書等

の情報提供」に積極的に取り組むこととした。

3．歴史的公文書等の情報提供制度の再構築

　歴史的公文書等は、歴史資料として重要な公

文書等で、情報公開条例で規定する公文書の対

象とはなっていないが、情報公開条例で規定さ

れた不開示情報を含む場合もあることなどか

ら、情報公開制度から引き続いて情報提供して

行く制度をより的確なものとするための重要

事項を、平成 19 年 6 月に川崎市情報公開運営

審議会に諮問し、同年 12月に答申を頂いた。

　この審議会の中で、歴史的公文書等の利用の可

否の処分性についての議論がなされ、神奈川県立

公文書館が所蔵資料の閲覧申請に対して行った制

限について、不服申立て（審査請求）が提起され

た事例があること、また、川崎市公文書館は条例

設置の公の施設であること。この点から、歴史的

公文書等の利用は、公の施設の利用に当たるとの

川崎市公文書館の近況

ー歴史的公文書等の情報提供制度の再構築を中心としてー

秋田　達也

川崎市公文書館



61

アーカイブズ　38

判断を頂いた。そして利用する権利を制限するに

は条例によらなければならないとの地方自治法の

規定により、平成20年度に、川崎市公文書館条

例の一部改正及び関連規定を整備するなど、歴史

的公文書等の情報提供制度の再構築を行った。

　川崎市では、平成 16 年度に川崎市自治基本

条例を制定している。同条例第 5 条は「市民

及び市は、次に掲げる原則に基づき、自治運

営を行います。」という自治運営の基本原則の

一つとして、情報共有の原則を掲げている。

また、情報公開条例の前文では、公文書公開

制度、個人情報保護制度、公人の資産公開制度、

会議公開制度と並んで、歴史的公文書等の情

報提供制度を含む情報提供制度からなる「統

合的情報公開制度」を推進し、一層開かれた

市政の実現を図ることなどが規定されている。

　このことから、川崎市公文書館では、「歴

史的公文書等は、市民の情報資産であり、公

文書の公開と並んで、市民への説明責任を果

たす重要な役割をもつもの。」と捉え、積極

的な情報提供に努め、市民との情報共有を

図って行きたいと考えている。

4．公文書館の主な業務

　現在、公文書館では開設当初からの重要な業

務である中間書庫業務として、市で作成、取得

した保存期間 5年以上の文書について、原則と

して完結年度の翌々年度に引き継ぎを受け、保

存期間中、適正に保存している。そして保存期

間が経過し、廃棄手続きが取られた文書につい

て、歴史的文化的価値を有するものを選別し、

利用に供するために目録整備、個人情報等の利

用制限情報のチェックなどを行っている。

　また、日々市で作成される市政資料等を収集

するとともに、主に市史編さんの過程で収集

した古文書等の資料類を整理、管理している。

古文書については、内容の確認を終え、利用

が可能なものについて、目録を公開している。

　普及活動については、所蔵資料を活用した講座

と展示を行っている。講座は歴史講座と古文書講

座があり、古文書講座は読解のレベルに応じ、入門、

初級、中級の3コースを設けている。歴史講座は、

川崎地域の歴史に興味を抱き、更なる学習を進め

ようとする市民の方々を対象に、新たな川崎の発

見、再認識の機会を提供するため開催している。

　今年度の歴史講座は「移行期の川崎地域」と題し、

江戸幕府の成立と川崎地域の人々（中世から近世

へ）、江戸無血開城と川崎地域（江戸から明治へ）、

公文書にみる市制施行前後の川崎地域（明治・大

正から昭和へ）の3回の講座を開催した。古文書

講座とともに毎回多くの応募が寄せられ、館のス

ペースの関係上、抽選により参加を頂いている。

　展示については、講座の開催に併せて、年に2

回程度、館内展示を行っている。今年度は、「古文

書の印判」と「多摩川の渡舟と架橋」を行う。館

外の展示としては、市役所庁舎での展示と、川崎

市平和館と連携し、戦災に関する所蔵資料を活用

し、戦争被害の悲惨さ、平和の尊さを考えるとと

もに、記録を保存することの重要性を伝えるため、

2年前から、「川崎大空襲記録展」を共催している。

　また昨年度、「川崎市公文書館だより」を

10 年ぶりに復刊し、市民の方々に公文書館

の役割や所蔵資料などを紹介するとともに、

ホームページをリニューアルし、所蔵資料の

データや画像をタイムリーに更新するなど、

積極的な情報発信を行っている。

5．今後の課題

　ハード面については、公文書館は開設から

既に 25 年を経過し、施設の老朽化が目立っ

ており、所蔵資料の保存環境の整備や劣化に

対する対応が急務となっている。

　ソフト面については、最近、市内旧家等から

の古文書の寄託、寄贈が増加しており、公開に

向けた整理や調査研究を行うため、専門職員を

充実させて行く必要もある。そして何よりも、

公文書館に対する市職員の意識変革や、公文書

館の果たす役割を広く市民に広報すること、類

縁施設との連携を図るなどして、所蔵資料の更

なる有効活用を進めて行かなければならない。
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